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【Ⅱ－９ 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した

歯科医療の推進 －⑩】 

⑩ ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の対象拡大 
 

第１ 基本的な考え方 

 

コンピュータ支援設計・製造ユニット（歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ装置）

を用いて製作する歯冠修復物の対象を拡大する。 

 

第２ 具体的な内容 

 

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の適応を上顎第一大臼歯に拡大する。 

 
現 行 改定案 

【ＣＡＤ／ＣＡＭ冠】 

［算定要件］ 

(2) ＣＡＤ／ＣＡＭ冠は以下のいず

れかに該当する場合に算定する。 

イ 小臼歯に使用する場合 

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全

て残存し、左右の咬合支持があ

る患者に対し、過度な咬合圧が

加わらない場合等において下顎

第一大臼歯に使用する場合 

ハ 歯科用金属を原因とする金属

アレルギーを有する患者におい

て、大臼歯に使用する場合（医

科の保険医療機関又は医科歯科

併設の医療機関の医師との連携

のうえで、診療情報提供（診療

情報提供料の様式に準じるも

の）に基づく場合に限る。） 

【ＣＡＤ／ＣＡＭ冠】 

［算定要件］ 

(2) ＣＡＤ／ＣＡＭ冠は以下のいず

れかに該当する場合に算定する。 

イ 小臼歯に使用する場合 

ロ 上下顎両側の第二大臼歯が全

て残存し、左右の咬合支持があ

る患者に対し、過度な咬合圧が

加わらない場合等において第一

大臼歯に使用する場合 

ハ 歯科用金属を原因とする金属

アレルギーを有する患者におい

て、大臼歯に使用する場合（医

科の保険医療機関又は医科歯科

併設の医療機関の医師との連携

のうえで、診療情報提供（診療

情報提供料の様式に準じるも

の）に基づく場合に限る。） 

 


